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概要：A 船は船長 A が 1 人で乗り組み、釣り客２人を乗せて航行中、 
B 船は船長 B が 1 人で乗り組み錨泊中、両船が衝突した。 

Ａ船：右舷船首部に擦過傷、死傷者なし 
Ｂ船：右舷船首部外板に破口等、船長が負傷（頭部及び胸部打撲） 

船長Ａは、衝撃を感じて 

Ｂ船との衝突に気付いた 

 

事例１ 釣り場へ行く途中、死角を補う見張りを行っていなかった場合 

航行中、船首浮上による死角で、錨泊中のモーターボートに気付かずに衝突 

再 発 防 止 に 向 け て （ 事 故 防 止 策 ）  

本事例の調査報告書は当委員会ホームページで公表しております。(平成 24(2012)年 9月 28日公表) 
http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2012/MA2012-9-52_2011ns0051.pdf 

・見張りは、目視に加えレーダーも適切に使用して周囲の船舶を見落とさ
ないように行うこと 

・航行中、船首死角が生じる場合は、適切な見張りを行うため、船首死角
を補う措置を講じること 

・小型船は、レーダーリフレクターを掲げることが望ましい 

船長Ｂは、Ａ船の機関音を聞いて 

自船に接近してくるＡ船に気付き、 

Ａ船に向かって大声で叫んだ 

 

船長Ａは、操舵室の椅子に腰を掛けて手動

で操舵し、約 15 ノットの速力で南東進 

Ｂ船 船首を西方に向けて錨泊 

天気：晴れ 

風向：南南西 

風力：２ 視界良好 

海上：平穏 

船長Ｂは、後部甲板で左舷側を向き、

釣った魚を取り込んだり、餌の用意を

したりしていた 

船長Ａは、船首方を右舷側から横切る漁船 

１隻を認め、その漁船を目視及びレーダー

（1.5 海里レンジ）で観察していた 

船長Ａは、ふだん、操舵室の天井窓から頭を出し

たり、船首を左右に振ったりして、船首死角を補っ

ていましたが、本事故時は行っていませんでした 

Ａ船 遊漁船 
4.3 トン 航行中 

Ｂ船 モーターボート 
1.1 トン 錨泊中 

Ａ船は、船首が浮上して船首方に死角

が生じていたが、船首死角を補う見張

りを行っていなかった 

レーダーではＢ船を探知することが 

できなかった 

Ａ船の右舷船首部と 
Ｂ船の右舷船首部とが 

衝 突 6 月 4 日 
14 時 25 分ごろ 


